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＜未定稿 Ｒ2.12.14 現在＞ 

【資料１】 

計 画 原 案 

本資料の下線で表記した部分は、

「計画素案（パブリックコメントで

公開したもの）」から修正した箇所

となります。 



 

 

 

 

 

倉 敷 市 民 憲 章 

 

市民憲章は、市民一人ひとりが守っていくきまり、目標のようなものです。市民皆さん

の生き方の心がまえ、理想のまちづくりを文章にしており、市民生活の指針、行政の指針

となるもので、昭和４７年２月１日に制定しています。 

 

 

私たちは、日本のふるさと瀬戸内海と 

母なる高梁川にはぐくまれ、 

古い伝統と洋々たる未来にかがやく 

倉敷市民の誇りをこめて 

 

 

 

  

一 自然を生かし、緑と花のあるきれいな環境をつくります。 

一 人間をたいせつにし、青少年には夢、老人には安らぎのある 
あたたかい社会をつくります。 

一 秩序を守り、平和で安全なまちをつくります。 

一 働くことによろこびをもち、明るく健康な家庭をつくります。 

一 教養を高め、世界と通じ、個性ある文化をつくります。 



 

 

 

計画の策定にあたって 

本市では、健全で恵み豊かな環境を享受できるまちの実

現を図るため、平成１１年に「倉敷市環境基本条例」を制定

し、この条例に基づき、平成１２年２月に「倉敷市環境基本

計画」を、そして平成１９年３月の改定を経て、平成２３年

３月に「倉敷市第二次環境基本計画」を策定し、環境の保全

等に関する施策を総合的かつ計画的に推進してまいりまし

た。 

この間、少子高齢化の進行や、頻発化する自然災害と深刻化する環境問題など、

本市を取り巻く状況は刻々と変化しており、中でも、平成３０年７月豪雨では、

本市においても未曽有の大災害となり、加えて直近では、新型コロナウイルス感

染症が拡大し、市民生活等に大きな影響を与えています。 

一方、国際的な動向では、平成２７年に、国連総会において、地球上の「誰一

人取り残さない」ことを誓った「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」が採択され、

また、ＣＯＰ２１において、今世紀後半に人為的な温室効果ガス排出の実質ゼロ

を目指す「パリ協定」に合意するなど、世界は持続可能な社会に向けた大きな転

換期を迎えています。 

これらの動向に対応しながら、未来に地球環境を引き継いでいくためには、環

境、社会、経済の様々な主体が連携するとともに、私たち一人ひとりが、考え、

行動する必要があります。 

これらを背景に、諸課題に対応すべく、時代に即した計画となるよう計画を見

直し、環境の保全・改善はもちろんのこと、新たに、ＳＤＧｓの観点や、気候変

動による自然災害に対応すべく、「緩和策」に加え、「適応策」を追加した「倉敷

市第三次環境基本計画」を策定しました。 

本計画に基づき、市民の皆様とともに、健全で恵み豊かな環境の保全等を全力

で行い、次の世代へと引き継いでまいりたいと考えておりますので、一層のご理

解とご協力をお願いいたします。 

最後に、本計画の策定にあたりまして、熱心にご審議いただきました倉敷市環

境審議会の委員の皆様をはじめ、アンケート調査やパブリックコメントなどにご

協力をいただきました市民の皆様に、心から厚くお礼を申し上げます。 

 

令和３年３月 倉敷市長 伊東 香織 
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１ 計画を定めた背景 

本市では、平成１１年１２月に、現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄

与することを目的に「倉敷市環境基本条例」を制定しました。この条例のもと、平成１２

年２月に、本市で最初の「環境基本計画」を策定し、地域の環境の保全、回復及び創造に

関する施策を総合的かつ計画的に推進してきました。 

その後、京都議定書の発効や法律改正、船穂町及び真備町の合併による市域の拡大など

により、平成１９年３月に「環境基本計画」の改定を行いました。 

さらに、平成２３年３月には、計画期間の満了や、環境を取り巻く状況の変化に対応す

るため、新たに「地球温暖化対策の取組」を基本目標に加え、施策に「環境と地域経済の

調和」や「子どもの環境教育」などを追加した「倉敷市第二次環境基本計画」を策定し、

各取組を進めてきました。 

この第二次環境基本計画の計画期間が満了するまでの間、少子高齢化の進行や、頻発化

する自然災害と深刻化する環境問題など、本市を取り巻く状況はさらに変化しています。 

平成２７年９月には、国連サミットにおいて、「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」が全

会一致で採択されました。ＳＤＧｓは、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓ってお

り、「住み続けられるまちづくりを」など１７の目標（ゴール）と、令和１２年（２０３０

年）までに達成すべき１６９の具体的な成果目標（ターゲット）から構成されています。

日本でも、国を挙げてＳＤＧｓの取組を積極的に進めており、令和２年７月、倉敷市は、

ＳＤＧｓの達成に向けた優れた取組を行う都市として「ＳＤＧｓ未来都市」に認定されま

した。 

また国は、平成３０年４月、我が国の今後約５年間の環境施策の方向性を定めた第五次

環境基本計画を閣議決定しており、この計画では、環境・経済・社会の統合的向上及び脱

炭素化・ＳＤＧｓの実現に向け、「地域循環共生圏注１」という考え方が示されています。 

一方、本市においても、西日本を襲った平成３０年７月豪雨によって、未曽有の大災害

が起こりました。その復旧・復興に全力を注いでおりますが、自然災害への備えが強く求

められているところです。加えて直近では、全国的に新型コロナウイルス感染症が拡大し

ており、「新たな生活様式注２」を取り入れるなど、市民生活にも大きな影響を与えていると

ころです。 

こうした社会情勢の変化を踏まえ、この度、時代に即した計画となるよう前計画を全面

的に見直しし、今後の取組の方向性を示す新たな環境基本計画を策定しました。本計画で

は、ＳＤＧｓの理念を踏まえるとともに、防災・減災の視点を取り入れています。 

 

 

（注１） 「地域循環共生圏」とは、各地域が足もとにある地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成

しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、環境・経済・社会が統合的に循環し、地域の活力

が最大限に発揮されることをめざす考え方であり、地域でのＳＤＧＳの実践（ローカルＳＤＧＳ）をめざすもの。 

（注２） 「新しい生活様式」とは、新型コロナウイルスを想定した生活様式のことで、感染拡大を予防するため、マ

スクの着用、３密（密集・密接・密閉）の回避など、それぞれの日常生活において行うもの。 
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２ 計画の役割 

本計画は、「倉敷市環境基本条例」第３条に掲げる基本理念にのっとり、環境の保全、回

復及び創造（以下「環境の保全等」という。）に関する総合的かつ長期的な施策の大綱を定

めるとともに、市民や事業者などと協働して施策を進めるための指針となるものです。 

 

 

 

 

  

【倉敷市環境基本条例 第３条（基本理念）】 

 

１ 環境の保全等は、健全で恵み豊かな環境がすべての市民の健康で文化的な

生活に欠くことができないものであることを認識し、現在及び将来の市民

がこの恵沢を享受することができるように行われなければならない。 

 

２ 環境の保全等は、環境への負荷が少なく、人と自然との共生が確保される

とともに、持続的に発展することができる社会の実現を目指して、すべて

の者の参加の下に行われなければならない。 

 

３ 地球環境の保全が人類共通の課題であるとともに市民の健康で文化的な生

活を将来にわたって確保する上で極めて重要であることから、すべての者

は、地域の環境保全を通じて地球環境の保全に貢献することを基本とし、

環境の保全等を積極的に推進しなければならない。 
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３ 計画の位置づけ 

本計画は、「倉敷市環境基本条例」に基づく計画で、市の最上位計画である「倉敷市

第七次総合計画」に掲げられた将来像を、環境面から実現するための役割を担います。 

環境分野における基本目標や施策などを明らかにし、市民や事業者などの各主体の役

割なども示しており、各分野の個別計画の環境施策などを実施するにあたり基本となる

ものです。 

 

【本計画の位置付け】 
 

 

 
  

倉 敷 市 環 境 基 本 条 例 

倉 敷 市 第 七 次 総 合 計 画 

分野別計画 

な
ど
の
個
別
計
画 

第三次環境基本計画 

生物多様性地域戦略 

地球温暖化対策実行計画 

一般廃棄物処理基本計画 

各分野 

 整 

合 【主な関連計画（整合）】 

環 境 分 野 

水
道
ビ
ジ
ョ
ン 

緑
の
基
本
計
画 

景
観
計
画 
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４ 計画の範囲 

本計画で対象とする環境の範囲は、次のとおりです。 

 

（１）自然環境 … 動物、植物・植生、生態系、生物多様性 など 

（２）都市環境 … 景観、歴史的町並み、緑化 など 

（３）生活環境 … 大気、水質、土壌、有害物質、廃棄物 など 

（４）地球環境 … 気候変動、エネルギー など 

 

５ 計画の期間 

本計画の計画期間は、「倉敷市第七次総合計画」に合わせ、次のとおりです。 

 

 計画期間：令和３年度から令和１２年度までの１０年間  

 

 

 

【本市の環境基本計画の変遷】 

 

計画名称 計画期間 

① 倉敷市環境基本計画 
平成１３年度 

～平成２２年度 

② 倉敷市環境基本計画 改定版 改定時～平成２２年度 

③ 倉敷市第二次環境基本計画 
平成２３年度 

～令和２年度 

④ 倉敷市第三次環境基本計画 
令和３年度 

～令和１２年度 
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６ 計画の構成 

この計画は、次の章から構成しています。 

 

第１章 「計画の基本的な考え方」では、計画を定めた背景、役割、位置付け、範囲、

期間などを示しています。 

 

第２章 「めざすまちの姿」では、この計画がめざす環境イメージと５つの基本目標、

共通目標を掲げるとともに、ＳＤＧｓの理念を踏まえながら、それらを実現

するための施策などを示しています。 

 

第３章 「目標達成のための取組」では、めざすまちの姿を取り巻く現状と課題、実

現に向けた施策、達成状況を測る“ものさし”となる環境指標や目標値を示

しています。 

 

第４章 「市民・事業者に求められる取組」では、市民、事業者が環境に配慮して取

り組んでいただく指針を示しています。 

また、地区ごとに重点的に取り組む内容を示しています。 

 

第５章 「計画の推進」では、行政などの計画の推進体制や、進行管理方法を示して

います。 

 

資料編 環境基本条例などの参考資料を掲載しています。 
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１ めざす環境イメージ 

「倉敷市環境基本条例」の基本理念にのっとり、「倉敷市第七次総合計画」に掲げられた

将来像「豊かな自然と 紡がれた歴史・文化を 次代へ繋ぎ 人と人との絆と慈しみの心

で 地域を結ぶまち倉敷」を環境面から実現するために、本計画でめざす環境イメージを

次のとおりとします。 

この環境イメージは、市民・事業者・行政の共通認識として、将来の倉敷市のあるべき

環境の姿を示すものです。 

 

自然と人とが共生し 
次代へつなぐ 健全で恵み豊かな環境 

 

２ 基本目標・共通目標とＳＤＧｓの理念 

本計画がめざす環境イメージをより具体化するために、総合計画がめざすまちの姿をも

とに５つの基本目標を設定するとともに、その５つの目標の礎となるものとして共通目標

を加え、次のとおりとしました。 

 
  

自然環境 

地球環境 

都市環境 生活環境 

④ リデュース・リユース・
リサイクルが徹底され、
環境に配慮した循環型社
会が形成されているまち 

【共通目標】 

環境意識を持ち行動できる人の育成 

⑤ 脱炭素社会の実現に向

け、だれもが地球温暖

化対策を推進している

まち 

③ 水と空気と大地がきれいで、常
に安全でおいしい水が届き、安
心して暮らすことができるまち 

② 潤いと安らぎ、歴史的・魅力的

な景観を有しているまち 

① 自然環境が守られ、環境と経
済・社会とのバランスが保たれ
ているまち 
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また、総合計画に合わせて、ＳＤＧｓの理念を踏まえた計画としています。 

ＳＤＧｓ（エス・ディー・ジーズ）は、Sustainable Development Goals（持続可能な

開発目標）の略です。世界にある課題をみんなで解決し、将来にわたって続くよりよい世

界をめざすための目標で、平成２７年（２０１５年）の国連サミットで採択されました。

令和１２年（２０３０年）に向けた環境・経済・社会についての目標であり、同年１２月

に採択された地球温暖化対策としての「パリ協定」と両輪になって、今、世界を大きく変

える道しるべとなっています。 

このＳＤＧｓは、政府や自治体だけでなく、民間企業においても取り組む気運が国内外

で高まっています。国では、ＳＤＧｓ達成に向け優れた取組を行う自治体を「ＳＤＧｓ未

来都市」として、またその中で、特に先導的な事業を「自治体ＳＤＧｓモデル事業」とし

て選定しており、令和２年７月に、倉敷市はその両方に選ばれたところです。 

本計画では、ＳＤＧｓの関連する目標を、施策体系及び第３章で示しています。 

 

 

 

３ 防災・減災の視点 

平成３０年７月豪雨災害により、豊かな恵みをもたらす自然環境は、時に牙をむいて、

私たちに襲い掛かる脅威でもあることに気づかされました。 

現在、災害からの復旧・復興への取組を強力に進めていますが、自然災害への備えが強

く求められているところです。 

本計画では、防災・減災に関する取組を、第３章において   で示しています。 

 

防 
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４ 施策体系 

５つの基本目標などにそれぞれ「政策領域」を設け、本計画の政策・施策を次のとおり設定します。また、政策ごとに、第３章において「環境指標」と「目標値」を設定することとします。「環境指

標」は、施策の成果を分かりやすく示す‘ものさし’となるものです。 

 

自然と人とが共生し   次代へつなぐ   健全で恵み豊かな環境 

基本目標 政策領域・ＳＤＧｓ 政策 施策 

１ 

自然環境が守られ、環境と

経済・社会とのバランスが

保たれているまち 

自然環境の 

保全 
     

① 豊かな自然環境を保全し、自然とのふれあいを

促進します 

施策１ 多様な生き物が生息する自然環境の保全 

施策２ 人と自然とのふれあいの確保・促進 

環境・経済・ 

社会の調和 
      

② 環境・経済・社会の好循環の創出により、持続可

能なまちづくりを推進します 

施策３ 環境・経済・社会の総合的向上 

施策４ 環境分野の研究・開発、地域資源の活用 

２ 

潤いと安らぎ、歴史的・魅

力的な景観を有している

まち 

緑の保全、 

緑化の推進 
      

③ まちの緑化を推進し、潤いと安らぎのある生活

空間の充実を図ります 

施策５ 豊かな緑の保全、緑化の推進 

施策６ 都市公園等の整備 

景観づくり 
   

④ 
瀬戸内海と高梁川の恵みを生かし、伝統に根づ

いた風格のある美しい倉敷の景観づくりを推進

します 

施策７ 景観資源等の保全・活用に向けた意識の醸成 

施策８ 良好な都市景観の形成 

３ 

水と空気と大地がきれい

で、常に安全でおいしい水

が届き、安心して暮らすこ

とができるまち 

水環境、大気 

環境の保全 
        

⑤ 
★良好な水環境、クリーンな大気環境の保全に

努めます 

施策９ 水質汚濁の防止 

施策１０ 大気汚染の防止 

生活環境 

の確保        ⑥ 快適な生活環境の確保に努めます 
施策１１ 騒音・振動・悪臭の規制、環境美化の推進 

施策１２ 安全でおいしい水の安定供給 

４ 

リデュース・リユース・リ

サイクルが徹底され、環境

に配慮した循環型社会が

形成されているまち 

廃棄物の発生 

抑制・再使用 
      

⑦ 廃棄物の発生抑制・再使用を進めます 
施策１３ 廃棄物の発生抑制 

施策１４ 廃棄物の再使用促進 

廃棄物の 

再生利用 
       

⑧ 廃棄物の適正な分別・リサイクルを進めます 
施策１５ 廃棄物の適正な分別・リサイクルの推進 

施策１６ 廃棄物の適正処理 

５ 

脱炭素社会の実現に向け、

だれもが地球温暖化対策

を推進しているまち 

温室効果ガス 

の削減 
       

⑨ ☆温室効果ガス排出量の削減に努めます 
施策１７ 

事業者・公共施設への省エネルギー、 

再生可能エネルギー設備の導入促進 

施策１８ 環境にやさしい脱炭素型ライフスタイルへの転換 

適応策の実施 
       

⑩ ☆地域特性に応じた適応策を実施します 
施策１９ 市民生活・事業活動等への影響に対する適応策 

施策２０ 頻発化・激甚化が懸念される災害への適応策 

共通目標 
５つの基本目標を達成するために 

環境意識の 

向上 
    

⑪ ★環境意識を持ち行動できる人を育てます 
施策２１ 市民への環境学習の推進 

施策２２ 次世代を担う子どもたちへの環境教育の推進 

（注） 過去の市民アンケートで、重要度が高く、満足度が低かった政策については、重点政策として、★で示しています。 

また、国の動向などを踏まえ、重点政策として、地球温暖化対策を☆で示しました。 

 

目標１５ 

を追加 
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施策体系で示している、本計画に関連するＳＤＧｓは、次のとおりです。（四角囲み） 
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目標達成のための取組 
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基本目標 

１ 

自然環境が守られ、環境と経済・社会とのバランスが 

保たれているまち 

 

政策領域 

・ＳＤＧｓ 

自然環境の保全 

     

政策 ① 豊かな自然環境を保全し、自然とのふれあいを促進します 

＜現状と課題＞ 

本市は、清流豊かな高梁川、風光明媚な瀬戸内海、

そしてゆるやかな丘陵等すばらしい自然環境に恵

まれています。私たちの身のまわりには、多くの動

植物が生息しており、こうした豊かな自然環境は、

私たちの生活に様々な恵みを与えてくれる貴重な

財産となっています。 

しかしながら、自然環境は一度失われると、回復

が不可能な場合も少なくはなく、回復が可能な場合

も膨大な時間を必要とします。 

私たちが、このすばらしい、多くの動植物が生息

する豊かな自然環境を守り、より良い姿で次世代に

引き継いでいくためには、私たちも自然の一部であ

ることを意識し、自然環境の保全に努めるととも

に、人と自然とのふれあいを確保・促進していくこ

とが重要です。 

＜環境指標と「めざそう値」（目標値）＞ 

環境指標 
現状値 

（R 元） 

5 年後目標値 

（R7） 

10 年後目標値 

（R12） 

身近なところで、生き物（動物、昆虫や植物な

ど）にふれあえる場や機会（イベントを含む）

があると思う人の割合（総合計画指標） 

32.8％ 38.0％ 43.0％ 

自然に触れたり､学んだりする活動に参加して

いる子どもの数（総合計画指標） 
11,533 人 13,300 人 14,500 人 

＜関連計画＞ 

・ 倉敷市生物多様性地域戦略 

・ 倉敷市教育振興基本計画  

高梁川（酒津） 

スイゲンゼニタナゴ 

（準備中） 

 

ダルマガエル 

（準備中） 
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施策１ 多様な生き物が生息する自然環境の保全 

■ すべての市民の自主的な参加と協働により、自然と人とが共に生きる快適な環境を守り、創

り、育てていきます。 

■ 市内に生息する生き物について、生息実態調査等を行い、情報提供や知識の普及を推進すると

ともに、生息環境の保全、野生動植物の種の保存など、市内の生物多様性の確保に努めます。 

■ 貴重な自然環境の保全・再生のため、公共工事を実施する際には、野生生物の生息状況に配慮

した工事を行います。 

 

  

 

施策２ 人と自然とのふれあいの確保・促進 

■ 人が憩い、安らげる親水性の高い水辺空間をはじめ、里地里山等の様々な場面で自然とふれあ

える場の整備や、自然体験活動の機会の充実を図ります。 

■ 子どもたちの自然体験活動を支援する指導者やボランティアについて、若い世代が気軽に参

加でき、やりがいを感じられるような支援や仕組みづくりなどを行うことで、人材育成と技能

向上を図ります。 

  

生き物しらべ（海辺教室） ミズアオイの保全活動 
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政策領域 

・ＳＤＧｓ 

環境・経済・社会の調和 

      

政策 ② 
環境・経済・社会の好循環の創出により、持続可能なまちづくり

を推進します 

＜現状と課題＞ 

企業に対し、環境問題への取組が求められるなど、企業が社会的責任として、環境問題

への取組みが当然に求められるようになり、近年では、環境・社会・企業統治に配慮して

いる企業を重視するＥＳＧ投資も広がりつつあり、企業にとって、環境経営は欠かせない

ものとなっています。環境経営を進めるには、中小企業にも取り組みやすいエコアクショ

ン２１など、環境マネジメントシステムの導入・活用の普及促進を図る必要があります。 

また、健全で恵み豊かな環境を継承していくためには、倉敷市だけでなく、連携中枢都

市圏でもある高梁川流域圏（倉敷市・新見市・高梁市・総社市・早島町・矢掛町・井原市・

浅口市・里庄町・笠岡市）全体で、経済社会システムに環境配慮が織り込まれ、環境的側

面から持続可能であると同時に、経済・社会の側面についても健全で持続的であることが

重要です。環境に係る社会的問題の解決を環境ビジネスの機会と捉え、設備投資や研究開

発につなげていくなどが求められます。 

＜環境指標と「めざそう値」（目標値）＞ 

環境指標 
現状値 

（R 元） 

5 年後目標値 

（R7） 

10 年後目標値 

（R12） 

環境マネジメントシステムを導入し、環境経営

に取り組んでいる事業者の割合 
53.0％ 58.1％ 61.5％ 

くらしきＳＤＧｓパートナー（仮称）の登録数 

（総合計画指標） 
今後取組 開始後設定 開始後設定 

企業が補助金を受けて行う、環境に配慮した研

究・開発、設備投資の件数 
2 件 

5 か年計 

15 件 

10 か年計 

30 件 

＜関連計画＞ 

・ ＳＤＧｓ未来都市計画 

・ 高梁川流域圏成長戦略ビジョン 

・ 倉敷市農業振興ビジョン  
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施策３ 環境・経済・社会の総合的向上 

■ エコアクション２１等の環境マネジメントシステムの積極的な取組など、事業者の環境経営

を促進します。 

■ 事業者との環境保全協定に基づき、施設の新増設を行う際には事前に協議を行い、施設の改

善、有害な揮発性化合物の削減など、環境保全対策の徹底を図るよう指導します。 

■ 環境保全や地球温暖化対策推進を進めることで、経済面では経済基盤の安定・雇用増加や環境

課題へのビジネス手法での解決につなげ、社会面では安全な圏域づくりによる定住促進や環

境活動の活性化につなげるなど、相乗効果を生み出す統合的取組を様々なステークホルダー

と連携しながら推進します。 

 

  

 

施策４ 環境分野の研究・開発、地域資源の活用 

■ 新たな省エネルギー・再生可能エネルギー等の環境関連技術や、環境配慮型製品の研究・開

発、環境保全・改善のための設備投資を支援します。 

■ 下水処理過程で排出される汚泥等の有効利用や廃食油を原料としたバイオディーゼル燃料

等、バイオマスエネルギーの利用を促進します。 

■ 高梁川流域圏を、地域資源などを補完し支えあう地域循環共生圏と捉え、地場産品の消費推進

や、地場産業を活かした事業の実施など、地域資源を活用した持続的な経済活動を促進しま

す。 

  

環境・経済・社会の三側面の関連を示す図 

（準備中） 
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基本目標 

２ 
潤いと安らぎ、歴史的・魅力的な景観を有しているまち 

 

政策領域 

・ＳＤＧｓ 

緑の保全、緑化の推進 

      

政策 ③ 
まちの緑化を推進し、潤いと安らぎのある生活空間の充実を図り

ます 

＜現状と課題＞ 

本市には、国立公園に指定された瀬戸内海沿岸部

をはじめ、福山山系、大平山・種松山山系、由加山

山系など多くの山地や丘陵地における樹林地、里山

や農地などの豊かな緑が存在しています。 

緑には、生物多様性の維持、二酸化炭素の吸収、

大気の浄化、騒音・振動の緩和などの環境保全機能

があります。また、火災の延焼防止帯、緩衝緑地な

ど様々な防災機能、さらには休養や遊戯、散策など

の余暇活動に対応するレクリエーション機能、都市

に潤いと美しさなどをもたらす景観形成機能を有し

ています。 

都市環境を守り、快適で安心・安全な質の高い暮

らしを実現するためには、緑の機能を認識し、緑を

すべての人々により守り、育てていくことが必要で

す。 

＜環境指標と「めざそう値」（目標値）＞ 

環境指標 
現状値 

（R 元） 

5 年後目標値 

（R7） 

10 年後目標値 

（R12） 

身近な地域の緑の量が多いと感じている人の割

合（総合計画指標） 
35.1％ 37.1％ 38.5％ 

都市公園の整備（１人あたり面積） 8.2 ㎡/人 9.0 ㎡/人 9.5 ㎡/人 

＜関連計画＞ 

・ 倉敷市緑の基本計画 

・ 倉敷市住生活基本計画  

 

 

検討中 

検討中 
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施策５ 豊かな緑の保全、緑化の推進 

■ 土砂崩壊防止、土砂流出防止などの土砂災害防止機能や、洪水防止や水質浄化などの水源か

ん養機能を有する丘陵地の森林保全に努めます。 

■ ふれあいの森、美しい森などの美化・維持管理や、地元団体等と協力した国立公園の維持管理

など、緑の保全を推進します。 

■ 緑の空間の創出に加え、防災・減災の観点から雨水の保水機能・水循環の再生機能に着目し、

公共施設の敷地や屋上、壁面等の緑化を推進します。 

■ 住宅や工場、事業所、遊休地等の民有地の緑化促進のため、市民への緑化の啓発や緑化活動へ

の支援を行います。 

 

  

 

施策６ 都市公園等の整備 

■ 身近な都市公園等の不足する地域を優先として、適正な配置になるよう街区公園の整備を進

めます。 

■ 公園施設等の更新や修繕を計画的に行うほか、公園の適正配置や再整備、民間との連携による

緑地の設置・管理の検討を進めます。 

■ 災害発生の初期に一時的な緊急避難場所となる都市公園では、災害時に役立つ機能を備えた

施設の設置など、防災機能の充実に努めます。 

  

 
⑧公園花壇の植栽 

 
⑨倉敷みらい公園 

防 

防 

防 
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政策領域 

・ＳＤＧｓ 

景観づくり 

   

政策 ④ 
瀬戸内海と高梁川の恵みを生かし、伝統に根づいた風格のある美

しい倉敷の景観づくりを推進します 

＜現状と課題＞ 

瀬戸内の温暖な気候と豊富な水量に恵まれた高

梁川に育まれた自然と、伝統ある歴史・文化が織り

なす美しい景観は、本市の魅力です。 

先人から受け継いだ、この本市固有の豊かな自

然と優れた歴史的環境を活かした良好な都市景観

を、守り、育てるとともに、次の世代に受け継いで

いくことが重要です。 

そして、都市景観の形成においても、将来に環境

負荷を残さない持続可能なまちづくりに資するよ

う、自然環境に配慮しつつ、潤いのある緑豊かで快

適な都市づくりを進める必要があります。 

 

 

＜環境指標と「めざそう値」（目標値）＞ 

環境指標 
現状値 

（R 元） 

5 年後目標値 

（R7） 

10 年後目標値 

（R12） 

倉敷市の景観を良くする取組に関わりたいと思

う人の割合（総合計画指標） 
44.1％ 50.0％ 57.0％ 

倉敷市の景観が良くなったと感じている人の割

合（総合計画指標） 
35.8％ 42.0％ 49.0％ 

＜関連計画＞ 

・ 倉敷市都市計画マスタープラン 

・ 倉敷市景観計画 

・ 倉敷市住生活基本計画 

  

美観地区 

瀬戸内海 
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施策７ 景観資源等の保全・活用に向けた意識の醸成 

■ 豊かな山林・農地・水辺資源など、良好な自然環境・自然的景観を維持・保全に努めます。 

■ 景観資源の保全や文化財の保護とともに、その資源をまちづくりや観光などに活用すること

で、市民等の意識を醸成し、本市の貴重な景観資源や文化財を次世代へ受け継いでいきます。 

 

  

 

施策８ 良好な都市計画の形成 

■ 倉敷市景観計画に基づく取組（基準・規制等）を広く市民や事業者などに周知し、適切な誘導

を行うことで、地域・まちなみ景観との調和を図り、質の高い都市景観づくりを推進します。 

■ 景観に配慮した公共事業により良質な公共空間を創出し、本市の景観をリードすることで、地

域の価値や豊かさが高まるような都市景観づくりに努めます。 

■ 伝統的建造物群保存地区などの建物の保存や修理などへの支援を行うことにより、歴史ある

町並みや景観の保全に努めます。 

  

美観地区の写真 

（町屋の写真） 

（準備中） 円 通 寺 
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基本目標 

３ 

水と空気と大地がきれいで、常に安全でおいしい水が届

き、安心して暮らすことができるまち 

 

政策領域 

・ＳＤＧｓ 

水環境、大気環境の保全 

        

政策 ⑤ ★良好な水環境、クリーンな大気環境の保全に努めます 

＜現状と課題＞ 

市には、市域を二分して瀬戸内海に流れ込む一級河川の

高梁川、その高梁川の支流で真備地区を流れる小田川、児

島湖に流入する倉敷川など多くの河川があります。また、

瀬戸内海の中央部に位置する備讃瀬戸の海域があります。 

私たちの生活を支えるこれらの河川や海域の水環境を

保全するためには、工場・事業場に対する規制や公共下水

道整備などの生活排水対策による汚濁物質の削減等によ

る水質改善策に加え、川や海自体が持つ自然の浄化機能の

保全・回復や土壌環境の維持が重要です。 

また、大気環境の状況を把握するため、大気測定局を配

置し、大気汚染物質や降下ばいじん等の常時監視及び測定

を行っており、多くの大気汚染物質については、環境基準

を満たしていますが、微小粒子状物質（ＰＭ２．５）や光

化学オキシダントについては、環境基準を達成していませ

ん。 

水質や大気などの汚染を防止し、私たちの健康を守るた

めには、調査の継続や監視体制の強化などを図り、法令などに基づく工場・事業場への指

導強化や排出抑制対策等を引き続き推進することが重要です。 

＜環境指標と「めざそう値」（目標値）＞ 

環境指標 
現状値 

（R 元） 

5 年後目標値 

（R7） 

10 年後目標値 

（R12） 

河川海域のＢＯＤ・ＣＯＤ・全窒素・全りん環

境基準適合率 
73.7％ 85.0％ 100％ 

大気環境基準達成率（総合計画指標） 84.7％ 85.6％ 86.4％ 

汚水処理人口普及率（総合計画指標） 92.7％ 96.3％ 97.1％ 

＜関連計画＞ 

瀬戸内海上空から見た倉敷市 

水島コンビナート 
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・ 倉敷市生活排水対策推進計画 

・ 倉敷市下水道事業経営戦略ビジョン 

・ 倉敷市地域公共交通網形成計画 

施策９ 水質汚濁の防止 

■ 水環境の状況を把握するために河川、海域などの水質を監視し、市民にわかりやすく情報提供

を行うとともに、水質汚濁防止法等に基づく立入検査など、工場・事業場に対して排水基準の

遵守を指導します。また、各種イベントや環境学習等において、生活排水対策の啓発活動を実

施します。 

■ 健全な土壌環境を維持するために、土壌汚染対策法などに基づき、汚染土壌の拡散防止措置の

指示等による土壌汚染対策を実施します。 

■ 下水道、合併処理浄化槽などの汚水処理施設の整備や既存施設の維持管理などを適切に行い、

公共用水域における良好な水環境を継続的に実現します。 

  

施策１０ 大気汚染の防止 

■ 大気環境の状況を把握するため、市内の大気測定局で、大気汚染物質の常時監視及び測定を行

います。 

■ 大気環境を監視し、市民にわかりやすく情報提供を行うとともに、工場・事業場に対して、大

気汚染物質の排出基準や総量規制基準の遵守、施設改善、揮発性有機化合物の削減対策などを

指導します。また、アスベスト飛散防止対策や自動車公害対策等を進めます。 

■ PRTR 制度に基づき、化学物質を製造・使用する事業者に対し、適正な届出を指導することに

よって、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進するとともに、化学物質の排出量

等の情報を提供します。< 施策９「水質汚濁の防止」共通 > 

  

工場排出水の採水 大気測定車 
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政策領域 

・ＳＤＧｓ 

生活環境の確保 

       

政策 ⑥ 快適な生活環境の確保に努めます 

＜現状と課題＞ 

私たちは日常生活、工場・事業場や自動車・鉄道等

に起因するさまざまな‘音’‘におい’を感じながら生

活をしています。また、快適な生活を営むために、‘ご

みのない清潔できれいなまち’を保てるよう心掛けて

います。 

しかし、私たちの生活環境を損なうものとして、工

場・事業場、建設作業、交通機関等に起因する騒音・

振動・悪臭といった感覚公害があり、人によって感じ

方にばらつきがある難しい環境問題となっています。

また、ごみのポイ捨てや不法投棄などにより、地域の

環境美化が損なわれています。 

このような問題を改善し、快適な生活環境にするた

めには、騒音・振動・悪臭の発生源への対策が必要で

あり、また、環境美化行動の実施を広く呼び掛けるこ

とが必要です。 

さらに、日々の暮らしを快適なものとするためには、安全でおいしい水を安定的に供給

することが欠かせません。そのためには、水道施設の計画的な更新や耐震化が必要です。 

＜環境指標と「めざそう値」（目標値）＞ 

環境指標 
現状値 

（R 元） 

5 年後目標値 

（R7） 

10 年後目標値 

（R12） 

清掃活動に参加している人の割合 

（総合計画指標） 
65.5％ 72.0％ 75.0％ 

水道水を飲料水として直接飲んでいる人の割合 

（直接飲用率）（総合計画指標） 
96.9％ 97.5％ 98.0％ 

＜関連計画＞ 

・ くらしき水道ビジョン－２０１９－  

騒音が表現される 

写真・イラスト 

（準備中） 

不法投棄の写真 

（準備中） 
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施策１１ 騒音・振動・悪臭の規制、環境美化の推進 

■ 騒音・振動・悪臭の相談が寄せられた工場・事業場等へ立入等を行うとともに、防音・防振・

防臭対策について、発生源への指導・依頼等を行います。また、環境騒音の状況を把握するこ

とにより、その改善に努めます。 

■ 全市一斉ごみ０（ゼロ）キャンペーンなど、市民や団体、事業者による自主的な地域の環境美

化活動を支援します。 

■ 不法投棄監視員による巡回・監視活動を強化し、不法投棄の未然防止や早期発見に努めます。 

 

 

 

施策１２ 安全でおいしい水の安定供給 

■ 健全な水環境を守るため、啓発活動を進めるとともに、水道利用者の求めるニーズを的確に捉

え、水道事業サービスの向上を図ります。 

■ 水道施設などの効率化や耐震化を含めた整備を進めるとともに、広域での連携強化も含めて

多発する自然災害への対応を強化し、災害時の水道被害を最小限に食い止めることをめざし

ます。 

  

 新幹線騒音・振動測定 

清掃活動の写真 

（準備中） 

防 
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基本目標 

４ 

リデュース・リユース・リサイクルが徹底され、環境に

配慮した循環型社会が形成されているまち 

 

政策領域 

・ＳＤＧｓ 

廃棄物の発生抑制・再使用 

      

政策 ⑦ 廃棄物の発生抑制・再使用を進めます 

＜現状と課題＞ 

大量生産・大量消費型の経済社会活動は、大量廃棄

型社会を形成し、地球温暖化や海洋プラスチックごみ

問題など、様々な環境問題を引き起こす要因となって

います。 

こうした状況を踏まえ、資源の消費を抑制し、環境

負荷の低減を図る循環型社会の形成に向けて、廃棄物

の発生の抑制（Reduce：リデュース）、積極的な再使用

（Reuse：リユース）、再使用が不可能なものは再生利

用（Recycle：リサイクル）、いわゆる３Ｒの取組を進

めています。 

今後、この取組をさらに進めるため、環境負荷の少

ないリデュース（発生抑制）とリユース（再使用）の

２Ｒを優先し、一人ひとりの意識・行動を変えていく

ことが必要となっています。 

＜環境指標と「めざそう値」（目標値）＞ 

環境指標 
現状値 

（R 元） 

5 年後目標値 

（R7） 

10 年後目標値 

（R12） 

１人１日あたりの家庭ごみ排出量（総合計画指

標） 
509 ㌘/人/日 469 ㌘/人/日 440 ㌘/人/日 

事業ごみ（一般廃棄物）の年間排出量（総合計

画指標） 
70,849ｔ 66,817ｔ 62,814ｔ 

＜関連計画＞ 

・ 倉敷市一般廃棄物処理基本計画 

・ 倉敷市食育推進計画  

 

砂浜に打ち上げられたプラスチックごみ 

目標１５

を追加 

検討中 
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施策１３ 廃棄物の発生抑制 

■ 市民・事業者・行政のそれぞれが相互に連携・協働し、循環型社会の形成のためマイバッグ・

マイ箸運動や食品ロス削減の推進など“できるだけごみにしない”という、廃棄物の発生自体

を抑制するリデュースを進めていきます。 

■ 生ごみの水切りの啓発や家庭向けの生ごみ処理容器の購入補助など、廃棄物の減量化を進め

ます。 

■ 内陸部から河川を通じて流入する「海ごみ」の発生抑制のため、普及啓発等を行ないます。 

 

  

 

施策１４ 廃棄物の再使用促進 

■ リサイクル推進センターの体験講座などを通じて、生活の中で不要になったものを捨てる前

に「まだ使えないか」「他の利用方法がないか」の再考を促進するなど、再使用につなげる取

組を推進します。 

■ リサイクル推進センターを拠点とした、木製品・衣類・書籍、エコバッグ等のリユース事業な

どを通じて、再使用の推進に努めます。 

  

マイバッグ店頭啓発 生ごみ処理容器 
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政策領域 

・ＳＤＧｓ 

廃棄物の再生利用 

       

政策 ⑧ 廃棄物の適正な分別・リサイクルを進めます 

＜現状と課題＞ 

廃棄物の中には適正な処理を行わないと地球環境に多大な負荷を与えるおそれがあるも

のがあり、ペットボトルや小型家電などは、法律によりリサイクル（再生利用）が努力義

務とされています。 

本市のごみ処理においては、資源ごみとして回収したごみの資源化を図るとともに、地

域の団体等においては、自主的に資源回収が進められています。 

環境負荷を踏まえ、効率的・効果的なリサイクル（再生利用）を進めるためには、ごみ

出し時の適正な分別の推進が求められるとともに、廃棄物を「資源」として捉え、効率的

に資源循環を促進する廃棄物処理施設を整備するなどハード面の取組が必要になります。 

また、排出事業者へ適正な処理方法の周知徹底を図るとともに、不法投棄を防止するた

めの監視・パトロールを強化することが重要です。 

＜環境指標と「めざそう値」（目標値）＞ 

環境指標 
現状値 

（R 元） 

5 年後目標値 

（R7） 

10 年後目標値 

（R12） 

リサイクル率（総合計画指標） 

※ 参考：（ ）内は資源循環型施設分を含むリサイクル率。施

設は令和６年度末で事業終了。 

11.4％ 

（※46.0％） 
22.3％ 25.3％ 

最終処分率 1.8％ 
1％台以下を 

維持 

1％台以下を 

維持 

 

＜関連計画＞ 

・ 倉敷市一般廃棄物処理基本計画 

  

目標１５

を追加 
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施策１５ 廃棄物の適正な分別・リサイクルの推進 

■ 燃やせるごみや資源ごみ等、ごみの分別徹底の促進を図るとともに、回収したペットボトル等

の資源ごみについては再商品化事業者に引き渡すなど、リサイクルを推進します。 

■ 新たに、ごみ焼却処理施設、粗大ごみ処理施設等を整備し、安定的かつ適切な廃棄物処理を行

うとともに、エネルギーの回収や資源循環の促進を図ります。 

 

 

 

施策１６ 廃棄物の適正処理 

■ 排出事業者に対し、訪問指導等で、徹底した廃棄物の減量化・資源化を促すとともに、処理事

業者に対し、現地調査や搬入物検査等で、適正処理に向けた指導・監督を行うなど、適正処理

を推進します。 

■ 広報紙や事業者向けパンフレット等で廃棄物適正処理の協力を呼び掛け、市民や事業者の意

識の向上を図ります。 

■ 産業廃棄物の処分に当たっては、処理事業者へ電子マニフェスト（産業廃棄物管理票）システ

ムを推進することで不法投棄等の不適正処理を防止します。 

  

資源ごみの写真 

（準備中） 清掃工場での搬入物検査 
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基本目標 

５ 

脱炭素社会の実現に向け、だれもが地球温暖化対策を推

進しているまち 

 

政策領域 

・ＳＤＧｓ 

温室効果ガスの削減 

       

政策 ⑨ ☆温室効果ガス排出量の削減に努めます 

＜現状と課題＞ 

近年、経済活動や家庭から二酸化炭素等の温室効果ガスが大量に大気中に排出され、地

球温暖化は今後も増々進行するとされており、わが国でも２０１５年にＣＯＰ２１で合意

した「パリ協定」のもと、温室効果ガス削減の対策が進められています。 

本市は、水島コンビナートを有し、エネルギー多消費型の産業が多く立地しているため、

全国的にみても温室効果ガス排出量が多いという特性があります。事業者の自主的な取組

みや、住宅・公共施設への省エネルギー機器・設備の導入などにより、温室効果ガス排出

量は年々削減されていますが、今後も引き続き削減に向け取り組まなければなりません。 

今後も温室効果ガス排出量を削減し、地球温暖化の進行を抑えるためには、すべての市

民・事業者・行政等の各主体が、省エネルギーの徹底、再生可能エネルギー導入の推進、

温室効果ガスの排出が少ないエネルギーへシフトするなどの緩和策（温室効果ガスの排出

削減対策）に取り組む必要があります。 

そして、脱炭素社会の実現に向けて、市民一人ひとりが地球温暖化を緩和するために必

要な知識を身に付け、環境にやさしい事業活動やライフスタイルへ転換することが重要です。 

＜環境指標と「めざそう値」（目標値）＞ 

環境指標 
現状値 

（R 元） 

5 年後目標値 

（R7） 

10 年後目標値 

（R12） 

市全体から排出される温室効果ガスの削減割合

（総合計画指標） 

（H25 年度 34,519 千ｔ-CO2 比） 

5.0％削減 

（H29） 

8.3％削減

（※） 

11.6％削減 

（※） 

産業部門での温室効果ガス排出量／年 
26,401 千 t-CO2 

（H29） 

26,208 千 t-CO2 

（※） 

26,043 千 t-CO2 

（※） 

世帯あたりの温室効果ガス排出量／年 

（総合計画指標） 

5,037kg-CO2 

（H29） 

4,300kg-CO2 

（※） 

3,800kg-CO2

（※） 

太陽光発電システムの導入件数（10ｋＷ未満） 

（総合計画指標） 
18,642 件 25,000 件 30,000 件 

(注) 現状値（H29）については、令和元年の数値が未公表のため、最新の数値（平成 29 年度）を掲載しています。 

また、上記（※）の目標値については、今後、国と県の動向を見ながら、再設定します。  
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＜関連計画＞ 

・ 倉敷市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

・ 倉敷市立地適正化計画 

・ 倉敷市地域公共交通網形成計画 

 

施策１７ 
事業者・公共施設への省エネルギー、再生可能エネルギ

ー設備の導入促進 

■ 事業者や公共施設への省エネルギー機器・設備や太陽光発電システムをはじめとした、再生可

能エネルギー設備の導入を促進し、市全体の温室効果ガス排出量の削減に努めます。 

■ 住宅やオフィスビル等について、ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）・ＺＥＢ（ネ

ット・ゼロ・エネルギー・ビル）の導入などによる建物のエネルギー収支ゼロ化を推進します。 

■ 環境負荷の低減や省力化のため、流通事業者が進める輸送網の集約や輸配送の共同化に資す

る施設や設備の整備に対し、助成制度による支援を行います。 

■ ごみ処理施設等で自家発電した電力を他の市施設で消費できる仕組みを構築し、電力の地産

地消を推進します。 

 

 

施策１８ 環境にやさしい脱炭素型ライフスタイルへの転換 

■ 医療・福祉施設、商業施設や住居等が、利便性の高い公共交通沿線にまとまって立地し、これ

らの生活利便施設等にアクセスできるなど、コンパクトなまちづくりを推進し、自動車利用の

低減やエネルギーの効率利用等に繋げます。 

■ 自家用車利用から徒歩・自転車や公共交通を利用して暮らすライフスタイルへの転換を促進

します。 

■ 電気自動車やプラグインハイブリッド自動車など、環境性能に優れた自動車の普及を推進し

ます。 

■ 省エネルギー、再生可能エネルギー設備が導入されるよう、各助成制度を実施するとともに、

普及啓発等を行います。 

■ 市民に対し、グリーンくらしきエコアクションの実践を普及啓発します。 

（注） 「グリーンくらしきエコアクション」については、資料編の「資料１５、１６」を参照 
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政策領域 

・ＳＤＧｓ 

適応策の実施 

       

政策 ⑩ ☆地域特性に応じた適応策を実施します 

＜現状と課題＞ 

現在、世界的な地球温暖化の進行に伴い、大雨の頻度の増

加や、動植物の分布域の変化、熱中症リスクの増加などの影

響が現れており、今後、これらのリスクは更に高まることが

予測されています。 

こうした気候変動の影響に対し、市民の生命・財産を将来

にわたって守り、経済・社会の持続可能な発展を図るために

は、緩和策（温室効果ガスの排出削減対策）に全力で取り組

むことはもちろんのこと、現在生じており、また将来予測さ

れる被害の回避・軽減を図る適応策に、多様な関係者の連携・

協働の下、一丸となって取り組むことが重要です。  

行政は、地域に応じた気候変動適応に関する施策や具体的

な取組事例等に関する情報の提供等を通じて、市民、事業者

等の多様な関係者の適応策に対する理解を醸成し、それぞれ

の主体による気候変動適応の促進を図らなければなりませ

ん。また、市民、事業者等と行政が協働し，地域における適

応策を効果的に推進するよう努める必要があります。 

＜環境指標と「めざそう値」（目標値）＞ 

環境指標 
現状値 

（R 元） 

5 年後目標値 

（R7） 

10 年後目標値 

（R12） 

熱中症搬送患者数／年 317 人 
300 人以下 

を維持 

300 人以下 

を維持 

災害発生時のために，日頃から家族で備えて

いる人の割合（総合計画指標） 
58.3％ 90％ 100％ 

＜関連計画＞ 

・ 倉敷市地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編） 

・ 倉敷市立地適正化計画 

・ 倉敷市雨水管理総合計画 

・ 倉敷市国土強靱化計画  

イラスト 

（準備中） 

イラスト 

（準備中） 
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施策１９ 市民生活・事業活動等への影響に対する適応策 

■ 気候変動によって既に起こっている影響や今後起こり得る影響に対処するため、情報を収集・

整理し、地域特性に応じた適応策を計画的に実施します。 

■ 熱中症予防のため、市民への普及啓発を進めます。 

■ 感染症対策のため、下水道施設を整備することにより、病原体を媒介する蚊等の発生を抑制し

ます。 

■ 電気自動車等と住宅等の間で相互に電力供給するための充放電設備（Ｖ２Ｈ）の設置を促進し

ます。 

■ 生き物等の自然環境を調査し、生き物の分布図の経年変化を把握し、調査結果を公表すること

で、生物多様性の保全を図ります。 

 

施策２０ 頻発化・激甚化が懸念される災害への適応策 

■ 田んぼダムの導入、ため池ハザードマップの整備、農業用ため池の改修等に取り組み、大雨な

どのへの防災・減災を図ります。 

■ 下水道施設の整備、雨水利用の促進等に取り組みます。 

■ 市道整備時に、歩道の舗装を透水性舗装とすることで、降った雨を直接河川や水路に流さずに

地下に浸透させ雨水の流出を抑制します。 

■ 立地適正化計画に基づき、土砂災害や水害などの災害リスクの低い場所へ、居住と都市機能の

誘導を図ります。 

■ 大規模災害マニュアルや土砂災害マニュアルを作成し、局地的な集中豪雨等による水害や土

砂災害に対応します。 

■ ハザードマップやタイムラインを作成し、「自助」「共助」「公助」の防災理念のもと、防災訓

練や防災教育などを通じて、市民の更なる防災・減災意識や知識の向上を図ります。 

■ 平成３０年７月の豪雨災害の経験や課題を踏まえ、災害廃棄物に係る処理計画や初動マニュ

アルを作成します。 

■ 自然災害から事業者が従業員・資産を守り、業務の早期復旧体制を作るためのＢＣＰの策定を

推進します。 

■ 災害発生時の情報収集拠点となる倉敷館、倉敷物語館に停電時でも利用できる無線公衆ＬＡ

Ｎを整備し、観光客の安心・安全性の向上を図ります。 

 

 

  

防 
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共通目標 ５つの基本目標を達成するために 

 

政策領域 

・ＳＤＧｓ 

環境意識の向上 

    

政策 ⑪ ★環境意識を持ち行動できる人を育てます 

＜現状と課題＞ 

持続可能な社会をつくるために、私たちは地球温暖

化や自然破壊など多岐にわたる地球規模での環境問

題に適切に対応し、豊かな自然環境を守り、次の世代

に引き継いでいかなければなりません。 

本市では、市民に環境問題に対して正しい知識を持

っていただくために、講演会や出前講座をはじめ、公

民館、環境学習センターやクルクルセンターなどの環

境関連施設で講座や体験会、自然史博物館などで自然

観察会などを実施し、市民意識啓発・知識習得のため

の環境教育・環境学習を行ってきました。 

豊かな自然環境を守り、次の世代に引き継いでいく

ためには、環境学習・環境活動の場や機会の推進や次

世代を担う子どもたちへの環境教育の充実をさらに

進めるとともに、私たち一人ひとりが環境問題に対し

て正しい知識を持ち、日常生活や事業活動など身近な

ところから環境への負荷の少ない行動を実践していく必要があります。 

＜環境指標と「めざそう値」（目標値）＞ 

環境指標 
現状値 

（R 元） 

5 年後目標値 

（R7） 

10 年後目標値 

（R12） 

環境学習満足度（総合計画指標） 88.9％ 90.5％ 92.0％ 

環境教育・環境学習講座受講者数 13,380 人 14,500 人 15,500 人 

＜関連計画＞ 

・ 倉敷市教育振興基本計画  

環境学習センター 

（準備中） 

 検討中 
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施策２１ 市民への環境学習の推進 

■ 子どもから大人まで多くの市民が身近なところで、環境学習・体験の場や機会が得られるよ

う、環境学習センター・クルクルセンター等の環境関連施設や市民学習センター・公民館・自

然史博物館等の公共施設での出前講座、自然観察会や環境イベント等の充実を図ります。 

■ 地域やＮＰＯ等の団体と協働・連携し、環境学習や体験活動を進めます。 

 

  

 

施策２２ 次世代を担う子どもたちへの環境教育の推進 

■ 市民・団体・事業者・行政などが相互に連携を図りながら、家庭・学校・地域など多様な場で、

環境学習プログラムづくりや山・川・海の自然環境を活かした体験型学習プログラムづくりな

ど、子どもたちへの環境教育の充実を図ります。 

■ 自らの学びを支援するため、計画的に施設や設備を充実させるとともに、より魅力的な事業を

実施するよう努めます。 

 

  
  

出前講座 リサイクルフェア 

自然体験学習（田んぼの生き物調べ） 
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基本目標 

１ 

自然環境が守られ、環境と経済・社会とのバランスが 

保たれているまち 

 

● 「自然環境の保全」のために 

市民に求められる取組 事業者に求められる取組 

・ 休日は、山や川などに出かけ、自然に親

しむようにしましょう。 

・ 事業活動に伴う地域の自然環境への負荷

を最小限に抑えましょう。 

・ 外来生物や、他の地域に生息する動植物

を放したり植えたりするのはやめましょ

う。 

・ 開発行為を行うときは、優れた自然環境

や野生の動植物の生息・生育環境の保全

に努めましょう。 

・ 里山などの身近な自然を守る活動に、参

加・協力しましょう。 

・ 地域で行われている自然保護活動に、参

加・協力しましょう。 

・ 購入した動植物は責任を持って最後まで

飼育・栽培し、自然に放すことはやめま

しょう。 

・ 環境保全基金などの環境保全等に関する

基金や募金などへの支援に心掛けましょ

う。 

 

● 「環境・経済・社会の調和」のために 

市民に求められる取組 事業者に求められる取組 

・ 環境ラベルについての知識を高め、環境

負荷の少ない商品を選ぶなど、環境に配

慮した消費活動を心掛けましょう。 

・ 省エネ性能の高い製品や技術の開発に努

め、環境に関する製品などの情報を積極

的に公表しましょう。 

・ 電化製品などを購入する際は、省エネル

ギー性能の高い製品を選びましょう。 

・ ＩＳＯ１４００１やエコアクション２１

などの環境マネジメントシステムに取り

組みましょう。 

・ 食材などを購入する際は、地元で採れた

ものを選ぶなど、地産地消を心掛けまし

ょう。 

・ グリーン購入などに心掛けましょう。 
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基本目標 

２ 
潤いと安らぎ、歴史的・魅力的な景観を有しているまち 

 

● 「緑の保全、緑化の推進」のために 

市民に求められる取組 事業者に求められる取組 

・ ガーデニング、鉢植えや庭木の植栽など

の身近な緑化に努めましょう。 

・ 敷地内や事業所周辺の緑化に努めましょ

う。 

・ 身近な公園や緑地に足を運び、緑にふれ

あう機会を増やしましょう。 

・ 事業所施設のベランダ、壁面、屋上の緑

化に努めましょう。 

・ 緑化イベントや自然観察会などに参加し

ましょう。 

・ 緑化基金などの緑化に関する基金や募金

などへの支援に心掛けましょう。 

・ 不要になった樹木をむやみに伐採せず、

移植や必要な人に譲るなど、緑のリサイ

クルに心掛けましょう。 

・ 開発行為などを行う場合は、木の伐採な

どは極力控え、最大限に今ある自然を活

かしましょう。 

 

● 「景観づくり」のために 

市民に求められる取組 事業者に求められる取組 

・ 地域の風土や周辺の自然環境などを損な

わないように配慮して増改築や建築をし

ましょう。 

・ 地域の町並みや周辺の自然環境の他、眺

望などを損なわないよう景観に配慮して

築造や建築をしましょう。 

・ 地域固有の歴史や文化などを継承する貴

重な景観資源の保全に努めましょう。 

・ 地域固有の歴史や文化などを継承する貴

重な景観資源の保全に、協力・支援しま

しょう。 

・ 地域の風土や周辺の自然環境に調和した

素材・材料の活用に配慮しましょう。 

・ 地域の風土や周辺の自然環境に調和した

意匠や素材・材料の活用に配慮しましょ

う。 

・ 地域の祭りや郷土芸能などに参加し、歴

史文化を継承しましょう。 

・ 地域の景観形成や施設の維持管理など、

住民のまちづくり活動に協力・支援しま

しょう。 
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基本目標 

３ 

水と空気と大地がきれいで、常に安全でおいしい水が届

き、安心して暮らすことができるまち 

 

● 「水環境、大気環境の保全」のために 

市民に求められる取組 事業者に求められる取組 

・ 陸のごみが川や海に流れ込み、水を汚す

結果となることを意識し、ごみを持ち帰

るなどの行動につなげましょう。 

・ 工事中は、土砂や濁水が河川等に流出し

ないようにしましょう。 

・ 家庭から排出される生活雑排水（台所や

風呂場からの排水）が、河川や水路の汚

濁の原因の一つになっていることを認識

しましょう。 

・ 水質汚染に関する規制・基準を遵守する

とともに、定期的に排水の水質検査を実

施して、水質の把握・公表を行いましょ

う。 

・ 雨水貯留槽を設置し、庭への散水や庭木

への水やりに使用するなど、雨水を有効

利用しましょう。 

・ 敷地内の土壌面の確保や浸透性舗装を行

うなど、雨水の地下浸透に配慮しましょ

う。 

・ 自動車などを駐車，停車するときは、不

要なアイドリングをやめましょう。 

・ 大気汚染に関する規制・基準を遵守する

とともに、原因となる物質の排出抑制や

適正処理を行いましょう。 

・ 近距離の移動のときには、自転車や徒歩

での移動に心掛けましょう。 

・ 物流の合理化や自動車交通量の抑制に努

め、輸送効率を向上させましょう。 

・ 自動車の使用を控え、公共交通機関の利

用に心掛けましょう。 

・ 通勤時に電車・バスなどの公共交通機関

や、自転車利用を奨励するなど、マイカ

ー通勤の見直しを推進しましょう。 

・ 環境性能に優れた自動車の購入や、エコ

ドライブを行いましょう。 

・ 環境性能に優れた自動車の導入や、エコ

ドライブに取り組みましょう。 

 

● 「生活環境の確保」のために 

市民に求められる取組 事業者に求められる取組 

・ テレビやピアノ、ペットの鳴き声などの

近隣騒音に配慮し、お互いに迷惑を掛け

ないように心掛けましょう。 

・ 低騒音・低振動型の機器の整備や、工法

の採用によって、騒音・振動を低減しま

しょう。 

・ 空き缶やタバコの吸殻など、ごみのポイ

捨てはやめましょう。 

・ 悪臭の発生源を把握し、適切な施設管理

をし、発生防止に努めましょう。 

・ 自宅の周りや地域の、美化・清掃活動に

参加しましょう。 

・ 事業所内はもとより、周辺の美化・清掃

にも努めましょう。 
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基本目標 

４ 

リデュース・リユース・リサイクルが徹底され、環境に

配慮した循環型社会が形成されているまち 

 

● 「廃棄物の発生抑制・再使用」のために 

市民に求められる取組 事業者に求められる取組 

・ 不要なものは買わない、買いすぎない。

購入する場合でも、耐久性に優れた商品

を選びましょう。 

・ 繰り返し使用できる商品及び耐久性に優

れた商品や再生品等の製造、販売に努め

ましょう。 

・ 過剰包装の品物を選ばないなど、包装類

によるごみの発生を抑制しましょう。 

・ 容器包装の簡素化に取り組みましょう。 

・ 不要になった衣類などはリフォームによ

り再利用するなど長く使用しましょう。 

・ 使い捨て品（例：紙コップ、割り箸、使

い捨て弁当容器等）を繰り返し使えるも

のに替えましょう。 

・ 食材の使い切りや食べきりなどにより、

食品ロスを削減しましょう。 

・ オフィスで使用する消耗品などは、再生

品やリターナブル製品などの環境に配慮

した商品の使用を心がけましょう。 

・ マイバック・マイ箸・マイカップを持参

しましょう。 

・ 製造過程で発生する廃棄物の抑制、再生

利用に取り組みましょう。 

 

● 「廃棄物の再生利用」のために 

市民に求められる取組 事業者に求められる取組 

・ ごみは分別方法や収集日などのルールを

守り、適正に分別して出しましょう。 

・ 廃棄物の減量化・分別の徹底を図るとと

もに、マニフェスト等を活用し、適正な

処理・処分を行いましょう。 

・ 市内の小売店等（リサイクル協力店）が

行う、ペットボトルやトレイなどの店頭

回収に積極的に協力しましょう。 

・ 販売店において、ペットボトル等のリサ

イクル協力店として店頭回収事業に協力

しましょう。 

・ ビールびんなどのリターナブルびんは、

販売店へ返却しましょう。 

・ 不法投棄などは行わないよう関連法令を

遵守しましょう。 

・ ＰＴＡや子ども会が実施している、再生

資源物の集団回収に協力しましょう。 

・ 分解や解体がしやすく、リサイクルが容

易な商品の製造や販売に努めましょう。 
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基本目標 

５ 

脱炭素社会の実現に向け、だれもが地球温暖化対策を推

進しているまち 

 

● 「温室効果ガス排出量の削減」のために 

市民に求められる取組 事業者に求められる取組 

・ 地球温暖化問題に関心を持ち、イベント

や環境学習の場へ積極的に参加しましょ

う。 

・ 高効率な設備・機器・プロセスの積極的

な導入を進めましょう。 

・ 公共交通機関や徒歩・自転車によるエコ

移動を心掛けましょう。 

・ モーダルシフト（輸送・交通手段の転

換）や、環境性能に優れた自動車の導入

に取り組みましょう。 

・ 太陽光発電システムや太陽熱温水器等の

導入に取り組みましょう。 

・ 太陽光エネルギーやバイオマスエネルギ

ーなどの再生可能エネルギーの積極的な

導入を行いましょう。 

・ グリーンくらしきエコアクションの実践

など、脱炭素型ライフスタイルに取り組

みましょう。 

・ グリーンくらしきエコアクションに取り

組みましょう。 

（注） 「グリーンくらしきエコアクション」については、資料編の「資料１５、１６」を参照 
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共通目標 ５つの基本目標を達成するために 

 

● 「環境意識の向上」のために 

市民に求められる取組 事業者に求められる取組 

・ 私たちの日常生活と環境問題との関わり

について、家族や友人などと話し合う機

会を持ちましょう。 

・ 従業員向けの環境保全に関する研修会な

どを実施しましょう。 

・ 市や民間団体（ＮＰＯなど）などが開催

する、環境学習会や環境保全活動などへ

積極的に参加しましょう。 

・ 市や民間団体（ＮＰＯなど）などが開催

する、環境学習会などへ参加・協力しま

しょう。 

・ ニュースや新聞記事などで、環境問題に

関する情報を調べましょう。 

・ ホームページや施設見学などを通じて、

自社の環境配慮に関する情報を広く公表

しましょう。 
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各地区にお住まいの方、 通勤・通学されている方に 

特に力を入れてほしい  取組 

 地区別の重点取組 

【玉島・船穂・真備】 

取組の方向性【自然環境・水環境の保全】 

＜現状と課題＞ 

玉島・船穂・真備地区には、北部をとりまく山林などの豊かな自

然環境、南部に広がる美しい瀬戸内海や沙美海岸、地区を流れる高

梁川、小田川、溜川などの豊かな水環境を有しています。真備を中

心に起こった豪雨災害の復興に伴い、自然環境や水環境の保全が必

要とされています。 

＜市民が意識して取り組む行動＞ 

・ 自然を守るため、川や海にごみを捨てないで、持ち帰りましょう。 

＜事業者に求められる取組＞ 

・ 開発行為を行うときは、自然環境の保全に努めましょう。また、

定期的に排水の水質検査を実施し、水質の把握・公表を行いまし

ょう。 

【倉敷・庄・茶屋町】 

取組の方向性【廃棄物の発生抑制・再利用の徹底】 

＜現状と課題＞ 

倉敷は市内８地区の中で最も人口が多く、美観地区をはじめ県内

屈指の観光地である。また、庄・茶屋町はベットタウンとして、人

口が増加している。この３地区は、家庭ごみ、事業ごみの排出も多

いため、一人ひとりが少量でもごみの減量を実施することで、地域

全体では大きな削減につながります。 

＜市民が意識して取り組む行動＞ 

・ 不要なものは買わない、買い過ぎないようにしましょう。また、

食材の使い切りや食べきりなどにより食品ロスを削減しましょ

う。 

＜事業者に求められる取組＞ 

・ 製造過程で発生する廃棄物の抑制・再利用に取り組みましょう。 

【水島】 

取組の方向性【大気環境の保全】 

＜現状と課題＞ 

臨海部には、水島臨海工業地帯が広がっており、一時の深刻な大

気汚染は格段に改善されたものの、周辺地域のさらなる環境改善・

保全に向けた取組が求められます。 

＜市民が意識して取り組む行動＞ 

・ 自動車の不要なアイドリングを止め、近距離移動のときには、自

転車や徒歩で移動するようにしましょう。 

＜事業者に求められる取組＞ 

・ 大気汚染に関する規制・基準を遵守するとともに、原因となる物

質の排出抑制や適性処理を行いましょう。 

【全地区共通】 

取組の方向性【環境意識  向上、温室効果ガスの削減】 

＜市民が意識して取り組む行  動＞ 

・ 環境意識を持ち行動できる   ようになりましょう。 

・ 温室効果ガス排出量削減の   ため、環境にやさしい脱炭素型ラ

イフスタイルにかえましょ  う。 

＜事業者に求められる取組＞ 

・ 従業員向けの環境保全研     修会の開催や市や民間団体が開催

する学習会等に参加・協力    しましょう。 

・ 再生可能エネルギーの積      極的な導入を行いましょう。 

【児島】 

取組の方向性【景観づくり、環境美化の推進】 

＜現状と課題＞ 

瀬戸内海国立公園に指定されている場所もあり、下津井など歴史

的な町並みや瀬戸大橋など多様な景観資源を有し、これからも、こ

れらのすばらしい景観や自然を維持し、次代に繋げていく必要があ

ります。 

＜市民が意識して取り組む行動＞ 

・ 自宅周りの美化に努めるとともに、地域の清掃活動に参加しまし

ょう。 

＜事業者に求められる取組＞ 

・ 事業所内はもとより、周辺の美化清掃活動に努めましょう。 
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１ 計画の推進体制 

めざす環境イメージ「自然と人とが共生し 次代へつなぐ 健全で恵み豊かな環境」を実

現するためには、本計画の実効性を確保し、効果的な推進を行う必要があります。 

そのため、「倉敷市環境基本計画」の基本理念にのっとり、市民、事業者、民間団体、行政

などの各主体が、環境の保全、回復及び創造に関する共通の認識のもと連携しながら、自主的

かつ積極的に環境の保全等を推進します。 

 

 

（１）倉敷市環境保全推進本部 

環境保全に係る施策を総合的かつ強力に推進するため、市長を本部長とし、副市長、教育長

及び各局の長等で構成する「倉敷市環境保全推進本部」を設置し、環境基本計画に基づく施策

の円滑な推進や進捗状況の把握など、環境の保全等に関する施策や事業の総合調整を行いま

す。 

本部会議の下には、部長級で組織する幹事会、課長級で組織する主管課長会などを設置し、

施策や事業の計画的かつ効率的な推進を行います。 

  

環境基本計画の推進 

本部会議 

市 民 

市 

事業者 民間団体 

環
境
保
全
推
進
本
部 

幹事会 

主管課長会 

ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 

倉
敷
市
環
境
審
議
会 

諮問・報告 

答申・意見 
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（２）倉敷市環境審議会 

「倉敷市環境審議会条例」に基づき、環境の保全に関する基本的事項など、次に掲げる項に

ついて調査審議するために、市長の諮問機関として、学識経験者及び関係団体の代表者、公募

市民などで組織する「倉敷市環境審議会」を設置しています。 

環境基本計画の策定及び見直しについて、市長の諮問に応じて審議し答申を行うとともに、

計画の進捗状況などに対して意見・提言を行います。 

 

【調査審議事項】 

・ 環境の保全に関する基本的事項 

・ 大気の汚染、水質の汚濁、騒音、振動その他の公害を防止するための 

具体的な対策に関する重要な事項 

・ 自然環境の保全及び回復に関する重要な事項 

・ その他、環境の保全上必要と認める事項 

 

２ 計画の進行管理 

この計画（Plan）を効果的に推進し、めざす環境イメージ「自然と人とが共生し 次代へつ

なぐ 健全で恵み豊かな環境」を実現するためには、計画に基づく取り組み（Do）の達成状況

を継続的に把握・評価（Check）し、その結果を踏まえ計画の改善（Action）を図るといった、

PDCA サイクルによる適切な進行管理が重要となります。 

このため、計画内容の審議にあたった「倉敷市環境審議会」が、毎年度の進捗状況などに対

して意見・提言を行い、市においては、その結果を公表するとともに、適時、事業の見直しな

どを行っていきます。 

 
  

環境基本計画 

・ 実施計画 

Do Action 

・ 各事業の見直し 

・ 新規事業の検討 
・ 各事業の実施 

・ 施策評価 

・ 年次報告書 

（環境白書） 

Check 

Plan 
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１ 計画策定の基本的な考え方 

計画策定にあたっては、倉敷市第七次総合計画の基本構想と整合性を図り、基本的な方向性

は第二次環境基本計画を引継ぎなからも、時代に即した計画となるよう作成しました。 

また、特に施策体系の基本目標については、①「自然環境、環境・経済・社会の調和」、②「緑

化推進・保全、景観づくり」、③「水・大気環境の保全、生活環境の確保」、④「リデュース・リ

ユース・リサイクルが徹底された循環型社会の形成」、⑤「脱炭素社会に向けた地球温暖化対策

の推進」の５つの目標と、それら５つの目標を達成するための共通目標として「環境意識の向

上」を掲げました。 

さらに、次の２つの観点を新たに加え、策定に盛り込みました。 

（１）ＳＤＧｓ 

「ＳＤＧｓ」は、平成２７年（２０１５年）国連サミットで採択され、本計画と同じく２０

３０年を目標年とした世界共通の目標です。 

本計画においては、５つの基本目標と１つの共通目標の達成に向け、施策を推進できるよう

にＳＤＧｓを関連付けました。 

（２）防災・減災 

平成３０年７月に本市が見舞われた豪雨災害を教訓に、環境基本計画にも、防災・減災の視

点を盛り込みました。 

特に、基本目標５「脱炭素社会の実現に向け、だれもが地球温暖化対策を推進しているまち」

の施策である、地球温暖化等の気候変動による自然災害への対応の観点をもつ「適応策」に、

防災・減災の視点の多くを盛り込みました。 

 

２ 計画の策定体制 
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３ 計画策定の経緯 

 

  環境審議会 
庁内体制 

その他 
環境保全推進本部 ワーキンググループ 

令
和
元
年
度 

５⽉         

６⽉         

７⽉         

８⽉         

９⽉         

１０⽉         

１１⽉         

１２⽉         

１⽉         

２⽉         

３⽉         

令
和
２
年
度 

４⽉         

５⽉         

６⽉         

７⽉         

８⽉         

９⽉         

１０⽉         

１１⽉         

１２⽉         

１⽉         

２⽉         

３⽉         
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４ 倉敷市環境審議会 

倉敷市環境審議会条例（一部抜粋） 
平成１１年３月２６日 

条例第１号 

（設置） 

第１条 環境基本法（平成５年法律第９１号）第４４条の規定に基づき，倉敷市環境審議会（以下「審

議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は，市長の諮問に応じ，次に掲げる事項について調査審議する。 

（１） 環境の保全に関する基本的事項 

（２） 大気の汚染，水質の汚濁，騒音，振動その他の公害を防止するための具体的な対策に関す

る重要な事項 

（３） 自然環境の保全及び回復に関する重要な事項 

（４） 前３号に掲げるもののほか，環境の保全上必要と認める事項 

（委員） 

第３条 審議会は，委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱し，又は任命する。 

（１） 学識経験を有する者 

（２） 前号に掲げる者のほか，市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 審議会の委員の任期は２年とし，補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし，再任

を妨げない。 

２ 市長において特別の事情があると認めるときは，委員の任期中でも解任することができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長各１人を置き，委員の互選によって定める。 

２ 会長は，審議会を代表し，会務を総理する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職務を代理する。 
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倉敷市環境審議会委員名簿 

 

（５０音順） 

会長   沖 陽子 

副会長  田口 豊郁 

氏 名 所属団体等  

池田
い け だ

 満
みつ

之
ゆき

 岡山ユネスコ協会 会長 

伊東
い と う

 裕紀
ゆ う き

 倉敷市議会 議員 

大嶌
おおしま

 茂
しげる

 倉敷地区労働者福祉協議会 副議長 

沖
おき

 陽子
よ う こ

 岡山県立大学 理事長 兼 学長 

尾﨑
お さ き

 安
やす

彦
ひこ

 公募委員 

片岡
かたおか

 博行
ひろゆき

 医療法人創和会 重井薬用植物園 園長 

楠奥
くすおく

 浩
ひろ

庸
のぶ

 岡山県備中県民局環境課 課長 

國枝
くにえだ

 美智子
み ち こ

 公募委員 

篠塚
しのづか

 敬子
け い こ

 倉敷の自然をまもる会 

島岡
しまおか

 浩恵
ひ ろ え

 倉敷市立自然史博物館友の会 評議員 

直原
じきはら

 美雪
み ゆ き

 倉敷市環境衛生協議会 常任理事 

高嶋
たかしま

 幸
ゆき

慶
よし

 倉敷市立自然史博物館 館長 

田口
た ぐ ち

 豊郁
とよひろ

 川崎医療福祉大学 医療福祉学部 教授 

竹内
たけうち

 照
てる

 倉敷商工会議所女性会 副会長 

中田
なかた 

 和義
かずよし

 岡山大学大学院 環境生命科学研究科 准教授 

中田
な か だ

 美保子
み ほ こ

 倉敷市婦人協議会（児島婦人協議会） 

増子
ま し こ

 敏
とし

昭
あき

 ＥＮＥＯＳ株式会社 水島製油所 副所長 

宮野
み や の

 善盛
よしもり

 倉敷芸術科学大学 生命科学部 名誉教授 
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倉敷市環境審議会への市長の諮問 

 

 

 

環 政 第 ７３１ 号   

 

   倉敷市環境審議会 

   会 長  沖  陽 子  様 

 

 

倉敷市第三次環境基本計画の策定について（諮問） 

 

   このことについて，倉敷市環境基本条例（平成１１年倉敷市条例第３４号）第８ 

条第４項の規定に基づき，審議会の意見を問います。 

 

令和２年６月２５日 

 

 

                  倉敷市長 伊 東 香 織  
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市長に対する倉敷市環境審議会の答申 
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５ ＳＤＧｓと本計画との関係 
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基本目標４

を追加 
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６．市民・事業者アンケート調査結果 

 

（１）市民アンケート調査結果（１６歳以上の市民） 

 

市民の方が感じている、身近な環境についての考え、満足度や重要度を把握するために、市民アンケ

ート調査を実施しました。 

 

【アンケートの概要】 

① 調査目的 

・ 市民の身近な環境についての考え、満足度や重要度等を調査し、第三次環境基本計画の策定の

ための基礎資料とする。 

② 実施状況 

・ 調査対象 

令和元年１０月１日現在、市内に居住する１６歳以上の市民 ２，５００人（無作為抽出） 

・ 調査期間 

令和２年１月２０日（月）～２月１０日（月） 

・ 調査方法 

郵送調査 

③ アンケート調査結果 

【有効回答者数（率）】１６以上の市民 １，０６０人（４２．４％） 
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【環境問題への関心度】 

 

【行政に力を入れて取り組んでほしいと思う環境政策（施策）】 
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（２）市民アンケート調査結果（小中学生） 

 

市民の方が感じている、身近な環境についての考え、満足度や重要度を把握するために、市民アンケ

ート調査を実施しました。 

 

【アンケートの概要】 

① 調査目的 

・ 子どもたちの身近な環境についての考え、満足度や重要度等を調査し、第三次環境基本計画の

策定のための基礎資料とする。 

② 実施状況 

・ 調査対象 

令和元年１０月１日現在、市内小中学校に通う小中学生 ８４３人 

（内訳）小学５年生 ５５１人  中学２年生 ２９２人 

・ 調査期間 

令和２年１月２０日（月）～２月１０日（月） 

・ 調査方法 

郵送調査（市内２６校、学校単位で送付） 

③ アンケート調査結果 

【有効回答者数（率）】小中学生 ５３５人（９７．１％） 
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【関心のある環境問題】 

 

【環境をよくするために大切だと思うこと】 
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（３）事業者アンケート調査結果 

 

事業者の方が感じている、身近な環境についての考え、満足度や重要度を把握するために、事業者ア

ンケート調査を実施しました。 

 

【アンケートの概要】 

① 調査目的 

・ 事業者の環境についての考え、満足度や重要度等を調査し、第三次環境基本計画の策定のため

の基礎資料とする。 

② 実施状況 

・ 調査対象 

令和元年１０月１日現在、市内に本社，事業所，工場などをおく事業者 ２５９社 

・ 調査期間 

令和２年１月２０日（月）～２月１０日（月） 

・ 調査方法 

郵送調査 

③ アンケート調査結果 

【有効回答者数（率）】事業者１２９社（４９．８％） 
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【関心のある環境問題】 

 

【重要だと思う環境施策】 
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７．グリーンくらしきエコアクション 
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８．環境基本条例 

平成１１年１２月２２日 

条例第３４号 
 
私たちのまち倉敷市は，清流豊かな高梁川，風光明媚

めいび

な瀬戸内海，そしてゆるやかな丘陵等すばらしい自然環境
に恵まれています。 
 
このような豊かな自然のもと，文化薫るまち，産業の栄えるまちとして，今日まで 育

はぐく

んできた先人たちの功績
は，私たちにとってかけがえのない資産であり誇りであります。 
しかし，今日の大量生産・大量消費・大量廃棄の社会経済活動や，物質的な豊かさを求める生活様式は，環境へ

の負荷を増大させ，ひいては，すべての生物の生活基盤となる地球の環境にも重大な影響を及ぼしています。 
 
もとより，多くの命を 育

はぐく

んできた恵み豊かな地球をかけがえのないものとして守り，その恩恵を享受するとと
もに，次の世代へと引き継いでいくことは，私たちの使命であります。 
私たちは，このことを深く自覚し，すべての市民の自主的な参加と協働により，自然と人とが共に生きる快適な

環境を守り，創
つく

り，育てていかなければなりません。 
 
ここに，健全で恵み豊かな環境を享受できる倉敷市の実現を図るため，この条例を制定します。 
 

第１章 総則 
（目的） 

第１条 この条例は，環境の保全，回復及び創造（以下「環境の保全等」という。）について基本理念を定め，市，
事業者及び市民の責務を明らかにするとともに，環境の保全等に関する施策の基本となる事項を定めることによ
り，その施策を総合的かつ計画的に推進し，現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを
目的とする。 
（定義） 
第２条 この条例において「環境への負荷」とは，人の活動により環境に加えられる影響であって，環境の保全上
の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 

２ この条例において「公害」とは，環境の保全上の支障のうち，事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当
範囲にわたる大気の汚染，水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。），土壌の
汚染，騒音，振動，地盤沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。）及び悪臭によって，人の健
康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境
を含む。以下同じ。）に係る被害が生ずることをいう。 
（基本理念） 
第３条 環境の保全等は，健全で恵み豊かな環境がすべての市民の健康で文化的な生活に欠くことのできないもの
であることを認識し，現在及び将来の市民がこの恵沢を享受することができるように行われなければならない。 

２ 環境の保全等は，環境への負荷が少なく，人と自然との共生が確保されるとともに，持続的に発展することが
できる社会の実現を目指して，すべての者の参加の下に行われなければならない。 

３ 地球環境の保全が人類共通の課題であるとともに市民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上で極
めて重要であることから，すべての者は，地域の環境保全を通じて地球環境の保全に貢献することを基本とし，
環境の保全等を積極的に推進しなければならない。 
（市の責務） 
第４条 市は，前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり，本市の自然的・社会的条件に応
じた環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し，実施しなければならない。 
（事業者の責務） 
第５条 事業者は，基本理念にのっとり，その事業活動を行うに当たっては，これに伴って生ずる公害を防止し，
又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずるとともに，その事業活動に係る廃棄物を適正に処理し
なければならない。 

２ 前項に定めるもののほか，事業者は，基本理念にのっとり，その事業活動に関し，これに伴う環境への負荷の
低減その他環境の保全等に自ら積極的に努めるとともに，市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責
務を有する。 
（市民の責務） 
第６条 市民は，基本理念にのっとり，その日常生活に伴う廃棄物の排出，生活排水等による環境への負荷を低減
するように努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか，市民は，基本理念にのっとり，環境の保全等に自ら積極的に努めるとともに，市が
実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。 

第２章 環境の保全等に関する施策の基本方針等 
（施策の基本方針） 
第７条 市は，基本理念にのっとり，環境の保全等に関する施策を策定し，実施するに当たっては，次に掲げる基
本方針に基づき，施策相互の有機的連携を図りつつ，総合的かつ計画的に行わなければならない。 
（１） 人の健康が保護され，生活環境及び自然環境が適正に保全されるよう大気，水，土壌，動植物その他の環

境の自然的構成要素を良好な状態に保持する。 
（２） 生態系の多様性の確保，野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに，地域の特性に

応じて，森林，農地，水辺地等における多様な自然環境を体系的に保全することにより，人と自然との豊かな
ふれあいを確保する。 
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（３） 歴史的・文化的遺産を保存し，その活用を図るとともに，地域の個性を生かした美しい景観を形成するこ
とにより，潤いと安らぎのある都市環境を創造する。 

（環境基本計画） 
第８条 市長は，環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため，倉敷市環境基本計画（以下「環
境基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 環境基本計画は，次に掲げる事項について定めるものとする。 
（１） 環境の保全等に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 
（２） 前号に掲げるもののほか，環境の保全等に関する施策を推進するために必要な事項 
３ 市長は，環境基本計画を定めるに当たっては，市民及び事業者の意見を反映できるように必要な措置を講ずる
ものとする。 

４ 市長は，環境基本計画を定めるに当たっては，あらかじめ倉敷市環境審議会条例（平成１１年倉敷市条例第１
号）に規定する倉敷市環境審議会の意見を聴かなければならない。 

５ 市長は，環境基本計画を定めたときは，遅滞なくこれを公表しなければならない。 
６ 前３項の規定は，環境基本計画の変更について準用する。 
（年次報告書） 
第９条 市長は，市民に環境の状況及び環境の保全等に関する施策の状況等を明らかにするため，毎年度，年次報
告書を作成し，公表しなければならない。 

第３章 環境の保全等に関する施策等 
（施策の策定等に当たっての配慮） 
第１０条 市は，環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し，実施するに当たっては，環境の保全等について
十分配慮しなければならない。 
（規制の措置等） 
第１１条 市は，公害を防止するため，公害の原因となる行為に関し，必要な規制の措置を講ずるものとする。 
２ 前項に定めるもののほか，市は，環境の保全上の支障を防止するため，必要な措置を講ずるように努めるもの
とする。 
（環境の保全に関する公共的施設の整備） 
第１２条 市は，環境の保全に関する公共的施設の整備を推進するものとする。 
（環境資源の活用等） 
第１３条 市は，潤いと安らぎを与える海，河川，ため池等の水辺や緑等の自然的資源，先人から引き継いだ歴史

的資源，美しい町並み等の景観的資源等の環境資源を確保し，活用に努めるものとする。 
（資源の循環的な利用等の推進） 
第１４条 市は，環境への負荷の低減を図るため，資源の循環的な利用，エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量

が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 
（地球環境の保全の推進） 
第１５条 市は，すべての日常生活及び事業活動において，地球環境の保全が積極的に推進されるように，施策の

推進に努めなければならない。 
（環境教育・学習の振興等） 
第１６条 市は，市民及び事業者が自ら環境の保全等についての理解を深めるとともに，環境への負荷の低減のた

めの活動が促進されるよう，環境に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実その他必要な措置を講ずる
ものとする。 

（民間団体等の自発的な活動の促進） 
第１７条 市は，市民，事業者又は民間団体（以下「民間団体等」という。）の環境の保全等に関する自発的な活

動を推進するため，必要な措置を講ずるものとする。 
（情報の提供） 
第１８条 市は，第１６条に規定する環境に関する教育及び学習を振興するとともに，民間団体等の自発的な活動

を促進するため，個人，法人その他のものの権利利益の保護に配慮しつつ環境の状況その他環境の保全等に関す
る必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。 

（指導，助言及び助成） 
第１９条 市は，環境の保全等のために必要があると認めるときは，民間団体等に対し，指導，助言及び助成を行

うことができる。 
（調査の実施等） 
第２０条 市は，環境の保全等に関する施策を策定し，及び適正に実施するため，必要な調査を実施するものとす

る。 
２ 市は，環境の状況を把握し，環境の保全等に関する施策を適正に実施するために必要な監視，測定及び検査の
体制の整備に努めるものとする。 
（国及び他の地方公共団体との協力） 
第２１条 市は，環境の保全等に関する広域的な取組を必要とする施策については，国及び岡山県その他の地方公
共団体と協力して推進するよう努めるものとする。 

附 則 
（施行期日） 

１ この条例は，平成１２年１月１日から施行する。 
（関係条例の一部改正） 

２ 倉敷市自然環境保全条例（昭和４９年倉敷市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 
第１２条を次のように改める。 

第１２条 削除 


